
 

地場産業振興センター使用取消料の見直しについて（お知らせ） 

 

  当センター施設の使用取消料（キャンセル料）につきましては、これまでホール

利用は使用日の１か月以内、会議室・研修室は７日間以内の期間に取消があった  

場合に適用してきました。 

 しかしながら、使用取消料がかかる直前でのキャンセルが多くなり、他のお客様

の希望日に応えられず、ご迷惑をお掛けしておりました。 

 つきましては、来る平成２７年４月１日以後の申込分から、使用取消料を下記の

とおり変更させていただきますので、お知らせいたします。 

 今後とも、当センターをご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

  ・ 使 用 取 消 料                                （平成２７年４月１日から） 

施  設  名 取消日から使用日までの期間 使 用 取 消 料 

 大ホール・ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ  １か月以上 ３か月前まで   使用料の５０％ 

 １か月前まで   使用料の全額 

 会議室・研修室  １４日以上 １か月前まで   使用料の５０％  

 １３日まで   使用料の全額  
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